
 

 

令和４年１０月３１日 

大洲市要綱第１６７号 

 

大洲市建設工事共同企業体事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が発注する工事（以下「市工事」という。）の競争入札又は随意

契約の見積り（以下「競争入札等」という。）に参加しようとする共同企業体に必要な

資格その他市工事の競争入札等における共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「工事」とは、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」

という。）第２条第１項に規定する建設工事をいう。 

２ この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模で技術的難度の高い工事

の確実かつ円滑な施工を図ることを目的として、当該工事ごとに結成される共同企業体

をいう。 

３ この要綱において「経常建設共同企業体」とは、優良な中小の建設業者（法第２条第

３項に規定する建設業者をいう。）が継続的な協業関係を確保することにより、その経

営力及び施工力を強化することを目的として結成される共同企業体をいう。 

４ この要綱において「有資格業者」とは、大洲市建設工事等競争入札参加者資格審査要

綱（平成１７年大洲市告示第２２号。以下「審査要綱」という｡）第６条の規定に基づき

競争入札参加資格の認定を受けている者をいう。 

（特定建設工事共同企業体の対象工事） 

第３条 特定建設工事共同企業体により競争入札等を行わせることができる市工事は、１

件の設計金額が、おおむね、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上の

規模の市工事であって当該市工事の確実かつ円滑な施工を図るために特定建設工事共同

企業体による施工が必要と認められるもの及び市外の建設業者から市内の建設業者への

建設技術の移転のため市外の建設業者と市内の建設業者との共同施工が必要と認められ

る市工事その他共同施工が必要と認められる市工事とする。 

⑴ 土木 １０億円 

 ⑵ 建築本体 １０億円 

 ⑶ その他 ５億円 

２ 前項の規定により、特定建設工事共同企業体により市工事の競争入札等を行わせるこ

ととした場合であっても、当該市工事に係る特定建設工事共同企業体（その構成員を含

む。）以外の有資格業者であって当該市工事を確実かつ円滑に施工することができると

認められるものがあるときは、当該競争入札等に当該有資格業者を参加させることがで



 

 

きる。 

（特定建設工事共同企業体の入札参加資格） 

第４条 市工事の競争入札等に参加しようとする特定建設工事共同企業体は、次条から第

９条までに定める資格要件を満たすものでなければならない。 

（特定建設工事共同企業体の構成員の数） 

第５条 構成員の数は、２者又は３者とし、工事ごとに市長が定めるものとする。 

（特定建設工事共同企業体の構成員の組合せ） 

第６条 構成員の組合せは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

⑴ 市工事に対応する職種別（審査要綱別表第３に規定する職種別をいう。以下同じ。）

による等級別格付けの等級が最上位等級である有資格業者の自主結成による組合せ又

は当該等級別格付けの等級が最上位等級である有資格業者及び当該等級別格付け等級

が最上位等級の直近の下位等級である有資格業者の自主結成による組合せであること。

その他の組合せは、市長が別に定める。 

⑵ 一の特定建設工事共同企業体の構成員が、同一の市工事に係る他の特定建設工事共

同企業体の構成員でないこと。 

（特定建設工事共同企業体の構成員の施工実績等） 

第７条 構成員は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

⑴ 市工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとしての施工実績を有

し、かつ、市工事と同種の工事の施工実績を有する者でなければならないものとして、

市長が市工事ごとに定める工事の施工実績に関する要件を満たすこと。ただし、代表者

以外の構成員については、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保でき

ると認められる場合にあっては、この限りでない。 

⑵ 市工事に対応する法の許可業種につき、当該許可を受けてからの営業年数が３年以

上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できる

と認められる場合にあっては、この限りでない。 

⑶ 市工事に対応する法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者

を工事現場に専任で配置することができること。 

（特定建設工事共同企業体の構成員の出資比率） 

第８条 構成員の出資比率の最小限度は、次のとおりとする。 

⑴ 構成員が２者の場合 ３０パーセント以上 

⑵ 構成員が３者の場合 ２０パーセント以上 

（特定建設工事共同企業体の代表者） 

第９条 代表者は、構成員のうち、最大の施工能力を有し、かつ、その出資比率が構成員

中最大の者であるものとする。 

（特定建設工事共同企業体による競争入札の公告） 

第１０条 市長は、特定建設工事共同企業体により競争入札を行わせようとするときは、



 

 

あらかじめ、次に掲げる事項を公告しなければならない。 

 ⑴ 入札方式 

 ⑵ 競争入札の場所及び日時 

 ⑶ 特定建設工事共同企業体により競争入札を行わせる工事である旨及び当該工事名 

⑷ 工事場所 

 ⑸ 工事概要 

 ⑹ 工期 

 ⑺ 競争入札参加資格審査申請の受付期間及び提出先 

 ⑻ 特定建設工事共同企業体の入札参加資格 

 ⑼ 特定建設工事共同企業体の有効期間 

 ⑽ その他市長が必要と認める事項 

（特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査） 

第１１条 前条の規定により公告された市工事について特定建設工事共同企業体を結成し

て競争入札に参加しようとする者は、前条第７号の受付期間内に、特定建設工事共同企

業体競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出

し、資格審査を受けなければならない。 

⑴ 特定建設工事共同企業体協定書の写し 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前条の規定により公告した市工事につき前項の申請書を受理したときは、資

格審査を行い、申請者に対しその結果を通知するものとする。 

 （経常建設共同企業体の競争入札等への参加） 

第１２条 市工事の競争入札等に参加しようとする経常建設共同企業体は、等級別格付け

をされたものでなければならない。 

２ 前項の等級別格付けについては、審査要綱の規定による等級別格付けの例による。 

（経常建設共同企業体の選定及び発注区分） 

第１３条 経常建設共同企業体についての審査要綱第９条の規定の適用については、前条

第１項の規定による等級別格付けを審査要綱第７条の規定による等級別格付けとみなす。 

（経常建設共同企業体の資格要件） 

第１４条 第１２条第１項に規定する等級別格付けは、次条から第１８条までに定める資

格要件を満たす経常建設共同企業体について行うものとする。 

（経常建設共同企業体の構成員の数） 

第１５条 構成員の数は、２者又は３者とする。 

（経常建設共同企業体の構成員の組合せ） 

第１６条 構成員の組合せは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

⑴ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業に該当す

る有資格業者の組合せであること。 



 

 

⑵ 市工事に対応する職種別の規定による等級別格付けの等級が同一等級又はその直近

の等級である有資格業者の自主結成による組合せであること。その他の組合せは、市

長が別に定める。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。 

ア 一の有資格業者の市工事に対応する職種別の規定による等級別格付けの等級が他

の有資格業者の当該等級別格付けの等級の２等級下位の等級である組合せである場

合であって、下位の有資格業者に十分な施工能力があると認められるとき。 

イ 経常建設共同企業体が、第１２条第１項の規定により等級別格付けをされた後に

おいて、その構成員の等級別格付けが変更され、等級に係る組合せの要件に適合し

なくなった場合であって、継続的な協業関係を維持していると認められるとき。 

⑶ 一の経常建設共同企業体の構成員が、他の経常建設共同企業体の構成員でないこと。 

（経常建設共同企業体の構成員の施工実績等） 

第１７条 構成員は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

⑴ 第１２条第１項の規定による等級別格付けを受けようとする職種別の工事について

元請けとしての施工実績を有すること。ただし、当該職種別の工事について下請けと

しての施工実績を有する場合であって、当該職種別の工事を確実かつ円滑に施工でき

る能力を有すると認められるときは、この限りでない。 

⑵ 第１２条第１項の規定による等級別格付けを受けようとする職種別に対応する法の

許可業種につき、法の許可を受けてからの営業年数が３年以上あること。ただし、相

当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっ

ては、この限りでない。 

⑶ 市工事の請負金額が建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第２７条第１項

に規定する金額である場合にあっては、当該市工事に対応する法の許可業種に係る監

理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる

こと。 

（経常建設共同企業体の構成員の出資比率） 

第１８条 構成員の出資比率の最小限度は、次のとおりとする。 

 ⑴ 構成員が２者の場合 ３０パーセント以上 

 ⑵ 構成員が３者の場合 ２０パーセント以上 

 （経常建設共同企業体の入札参加資格の審査） 

第１９条 競争入札等に参加しようとする経常建設共同企業体は、市長が別に定める受付

期間内に、経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書（様式第２号）に次に掲げ

る書類を添えて市長に提出し、資格審査を受けなければならない。 

⑴ 経常建設共同企業体協定書の写し 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、資格審査を行い、入札参加資格を有すると

認めたときは、等級別格付けを行うものとする。 



 

 

３ 経常建設共同企業体は、第１項に規定する経常建設共同企業体競争入札参加資格審査

申請書又はその添付書類の記載事項に変更があったときは、市長に速やかに変更の届出

をしなければならない。 

（経常建設共同企業体の解散等） 

第２０条 経常建設共同企業体の構成員が法第２９条又は第２９条の２の規定により許可

を取り消されたときは、当該経常建設共同企業体は解散したものとみなす。 

２ 経常建設共同企業体が解散したとき又は前項の規定により解散したものとみなされた

ときは、その代表者は、解散した旨を市長に速やかに届け出なければならない。 

（入札書） 

第２１条 共同企業体の入札書には、共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明

記の上、構成員全員が連名で記名押印するものとする。ただし、代表者に他の構成員全

員が入札に関する権限を委任している場合には、共同企業体の代表者のみが記名押印す

ることで足りる。 

（契約書） 

第２２条 共同企業体の工事請負契約書には、共同企業体の所在地及び名称並びにその代

表者である構成員を明記の上、構成員全員の連名で記名押印するものとする。 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、市工事の競争入札等における共同企業体の取扱

いに関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月３１日大洲市要綱第４７号） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

様式第１号(第11条関係) 

 

 

特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書 

   年   月   日 

  大洲市長                  様 

 

共同企業体の事務所の所在地 

共同企業体の名称           共同企業体 

 

共同企業体の代表者の名称 

及び代表者氏名                印 

 

共同企業体の構成員の名称 

及び代表者氏名                印 

 

共同企業体の構成員の名称  

及び代表者氏名                印 

 

今般連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため、               を代表者とする          

共同企業体を次のとおり結成したので、同企業体を    年度において大洲市の発注する              

工事の競争入札に参加したいので添付書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。 

なお、地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること並びにこの申請書及び添付書類の記載

事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

また、    年度において大洲市の発注する            工事について次の権限を        

共同企業体代表者に委任します。 

 

⑴ 工事の入札及び見積りに関する一切の権限 

⑵ 工事請負契約に関する一切の権限 

⑶ 工事完成保証に関する一切の権限 

⑷ 工事請負代金の請求及び受領に関する一切の権限 

⑸ 上記権限の範囲内において、復代理人を選任する権限 

⑹ その他工事の施工に係る届出及び報告に関する一切の権限 

  

１ 共同企業体の構成員 

 

 

区 分 名   称 許可番号 許可年月日 
許可業種 

（略号） 

出資割合 

(%) 

 

 

代表者 
     

構成員 
     

構成員 
     

２ 工事の入札、見積り、請負契約及び請負契約に基づく行為に使用する印鑑  

 

 

代表者  構成員  構成員  

 

 

  

  注 次に掲げる書類を添付すること。 

  (１) 特定建設工事共同企業体協定書の写し 

  (２) その他市長が必要と認める書類 

 

  



 

 

様式第２号(第19条関係) 

 

注１ ※印のある箇所は、記入しないこと。 
２ 次に掲げる書類を添付すること 

(１) 経常建設共同企業体協定書の写し 

(２) その他市長が必要と認める書類 

 

経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書 

   年   月   日 

  大洲市長                  様 

 

共同企業体の事務所の所在地 

共同企業体の名称           共同企業体 

 

共同企業体の代表者の名称 

及び代表者氏名                印 

 

共同企業体の構成員の名称 

及び代表者氏名                印 

 

共同企業体の構成員の名称  

及び代表者氏名                印 

 

 今般連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため、                   を代表者とする           共同

企業体を次のとおり結成したので、同企業体を      年度において大洲市の発注する                                 

工事の競争入札に参加したいので添付書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。 

なお、地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること並びにこの申請書及び添付書類の記載事

項は、事実と相違ないことを誓約します。 

また、      年度において大洲市の発注する                    工事について次の権限を          共

同企業体代表者に委任します。 

 

  ⑴ 工事の入札及び見積りに関する一切の権限 

  ⑵ 工事請負契約に関する一切の権限 

  ⑶ 工事完成保証に関する一切の権限 

  ⑷ 工事請負代金の請求及び受領に関する一切の権限 

  ⑸ 上記権限の範囲内において、復代理人を選任する権限  

  ⑹ その他工事の施工に係る届出及び報告に関する一切の権限   

構 成 内 容 

共 同 企 業 体 の 
名     称 

 
共同企業体 

共同企業体の代表者の 
名 称 及 び 代 表 者 氏 名 

 

共 同 企 業 体 の 
事務所の所在地 

 
電話 (   )  －       

 
前年度の 
ものを更新 

構    成    の    内    容 経 営 事 項 
審 査 結 果 
総 合 数 値 

※ 
格付け 

許可番号及び 
許可年月日 

主たる営業所の 
所在地 

名称及び 
代表者氏名 

出資割合 
(％) 

 組  替 
      

 新  規 
      

発注を希望する
工   種       

 土  木          ※ 共同企業体の数値及び格付け 
 

  

 建  築 
入札、見積り、請
負契約及び請負契
約に基づく行為に
使用する印鑑 

合併 
の 

計画 

合 併 の 時 期 資  本  規  模 型    態 方    法 

  年   月   万円 

□株  □有 
□資   □名 
(該当する□ 
にレ印をつけ 
ること。) 

□吸収 
□新設 
(該当する□ 
にレ印をつけ 
ること。) 

 管  

 電  気 備考 
    


